
高齢者施設への職員の応援派遣に係る実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、高齢者施設において新型コロナウイルス感染症が発生したこと等に伴い、サービスを

提供するための職員が不足する場合に、他の高齢者施設の職員が応援派遣する仕組み「和歌山県応援

派遣スキーム」に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 用語の説明（定義等） 

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

（１）高齢者施設 県内に所在する介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。）、介護老

人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー

ム及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。 

（２）和歌山県応援派遣スキーム 高齢者施設（登録施設に限る。）において新型コロナウイルス感染症

が発生したことに伴い、同一法人等内（グループを形成している場合にあってはグループ内。以下

同じ。）の別施設等で可能な限りの対応を行ったにもかかわらず、サービスを提供するための職員が

不足する場合において、当該施設の入所者へのサービスの提供に関して、他の登録施設の職員が応

援する仕組みをいう。 

（３）登録施設 ３（３）の規定により登録された高齢者施設をいう。 

 

３ 応援派遣登録名簿 

（１）次の表の左欄に掲げる高齢者施設の区分に応じ、右欄に掲げる団体は、新型コロナウイルス感染

症の発生に備え、職員の応援派遣が可能な高齢者施設（以下「応援可能施設」という。）及び職員を

募り、別記第１号様式による応援派遣登録名簿に登録するものとする。 

区分 団体 

同一法人等内に一般社団法人和歌山県老人福祉施設協議会（以下「老施

協」という。）の会員施設を有するもの 

老施協 

同一法人等内に老施協の会員施設を有しないが、一般社団法人和歌山県

老人保健施設協会（以下「老健協」という。）の会員施設を有するもの 

老健協 

その他の高齢者施設 県 

（２）高齢者施設の開設者は、応援可能施設及び当該応援可能施設から応援派遣する職員の氏名その他

必要な事項について、別記第２号様式により登録の申請をすることができる。 

（３）（２）の規定による申請があった場合は、当該申請に係る応援可能施設及び職員を応援派遣登録名

簿に登録するものとする。 

 

４ 応援の要請 

（１）和歌山県応援派遣スキームによる応援を受けようとする登録施設（以下「応援受入施設」という。） 

の開設者は、県に対し、別記第３号様式により応援の要請をすることができる。 

（２）（１）の規定による要請に係る応援受入施設は、サービスを提供するための職員等の確保に関し、

同一施設、同一法人等内で可能な限りの対応を行い、この対応により結果的に職員が不足する同一



法人等内の別施設に限るものとする。ただし、登録施設の属する同一法人等内に別施設を有してい

ないものその他特別な事情があるものについては、この限りではない。 

 

５ 応援調整団体による調整 

（１）応援の要請を受けた県は、（２）から（７）までに定める事項に従い、職員の応援派遣に向けた調

整を行う。 

（２）応援調整の実施 

和歌山県応援派遣スキームの実施に当たり、応援受入施設に対し応援する職員（以下「応援職員」

という。）の調整を行う団体（以下「応援調整団体」という。）は、次の表の左欄に掲げる高齢者施

設の区分に応じ、右欄に掲げる応援調整団体とする。 

区分 応援調整団体 

同一法人等内に老施協の会員施設を有するもの 老施協 

同一法人等内に老施協の会員施設を有しないが、老健協の会員施設を

有するもの 

老健協 

その他の高齢者施設 県 

（３）応援職員の選定 

応援調整団体は、応援受入施設が所在する地域等を考慮し、３の応援派遣登録名簿の中から応援

職員を選定するものとする。 

（４）応援職員の派遣調整 

   （３）の規定により応援職員の選定をしようとするときは、次のアからキまでに掲げる事項につ

いて、あらかじめ選定しようとする応援職員が属する応援可能施設の開設者に別記第 4号様式によ

り協議しなければならない。 

  ア 応援派遣の扱い 

イ 応援業務の内容 

ウ 従事場所 

  エ 応援期間 

  オ 勤務時間、休日等 

  カ 給料、手当、旅費、宿泊費等の費用負担 

  キ その他必要な事項 

（５）派遣調整に係る留意点 

   （４）の規定による協議は、次のアからオまでの事項に留意の上、行わなければならない。 

  ア 応援派遣の扱い  

応援職員は、応援可能施設からの出張扱いにより、応援可能施設の指揮監督の下に応援受入施

設において業務に従事するものであること。また、応援職員が担当する入所者の特性や応援受入

施設の設備の状況など応援受入施設の特有の事案については、応援受入施設からの助言を受ける

ものであること。 

  イ 従事場所  

従事場所は、応援受入施設とする。 

  ウ 応援期間 



    応援期間は、１人につき１週間とし、最大２週間までとすること。 

  エ 勤務時間、休日等 

応援受入施設での勤務時間は、応援可能施設の勤務時間を基本とし、時間外勤務をさせないも

のとすること。ただし、応援受入施設が応援可能施設に時間外勤務を求めた場合であって、応援

可能施設が必要と認め、当該応援職員が同意する場合に限り、時間外勤務をさせることができる

ものとする。 

応援受入施設は、応援職員に休日勤務を求めてはならないものとすること。ただし、応援受入

施設が応援可能施設に休日勤務を求めた場合であって、応援可能施設が必要と認め、当該応援職

員が同意する場合に限り、休日勤務をさせることができるものとする。 

  オ 応援職員の派遣に係る費用等 

    応援期間における応援職員の給料、手当、旅費、宿泊費等については、原則、応援可能施設が

負担するものであること。ただし、応援可能施設が応援受入施設に旅費、宿泊費等の諸経費の一

部の負担を求め、応援受入施設が必要と認めたときはこの限りではないこと。 

（６）協議成立の通知 

老施協又は老健協は、（４）の規定による協議が整ったときは、別記第５号様式により県に通知す

るものとする。 

（７）派遣の決定 

県は、（３）の規定による選定が完了したとき、又は（６）の規定による通知を受けたときは、応

援職員の派遣を決定し、応援可能施設の開設者（以下「応援元」という。）及び応援受入施設の開設

者（以下「応援先」という。）に対し、別記第６号様式により応援派遣を決定した旨その他必要な事

項を通知するものとする。 

 

６ 派遣協定 

応援元と応援先は、別記第７号様式の例により応援派遣協定を締結するものとする。 

 

７ 応援職員の派遣 

応援元は、６に規定する応援派遣協定に従い、職員を応援先に派遣するものとする。 

 

８ 定めのない事項 

この要領に定めのない事項は、長寿社会課長が定める。 

 

   附則 

  この要領は、令和２年１１月２６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


